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１．は じ め に 
 

 
工場、事業場を経営する方が、新たに施設を設置したり、又は施設改善等をする 

時に考え悩まれることの一つに、官公庁への届出をどのように行ったらよいかとい 
うことがあると思います。 
ここに公害関係の届出方法の参考として、この小冊子を作成しましたので、関係 

法律や条例による届出を怠ることなく、また、規制基準等を十分認識して、公害防 
止に努めてください。 

 

 
（１） 公害防止のしくみ 

 公害の防止は、事業場の責任において行わなければなりませんが、さらに、 
その実効を高めるために、国・県・市及び住民が一体となってこのことに努め 
なければなりません。 

 

 
市 民  県・国 

苦情 
 
 
 
 
 

苦情 
 

協定 規制・指導 
・ 助成・融資 
約束 

市 助成  
規制  ・協力 

指導 
融資 

 

 
 
 
 

事 業 者 

相談・指導 商工会議所 

 
 

図－１ 公 害 防 止 の し く み  
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（２） 法律による公害防止 
 昭和４２年８月、公害対策の憲法ともいうべき公害対策基本法が制定され、 

その後同法を根拠として、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、振動規制法等が 
逐次制定され、具体的な規制や施策等が推進されている。なお、平成 5年 11 
月、公害対策基本法は廃止され、環境基本法が制定された。 

 基本法には、目的のほか公害の定義、事業者の責務、環境基準、国等の施策、 
紛争の処理、費用負担等について定められています。 

・ 環  境  基  準 
環境基準とは、環境基本法第 16 条第 1 項 に定められているものであり、 

人の健康の保護及び生活環境の保全を図るうえで維持することが望ましい基準 
のことをいい、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音について設定す 
ることとされています。これは、行政上の目標となる基準ですので、この基準 
を維持達成するために、汚染物質の排出等の規制、立地規制、下水道整備、緩 
衝緑地の整備その他の公害防止を図るための諸施策が進められることとなりま 
す。 

・ 規  制  基  準 
規制基準とは、環境基準を維持達成するための施策の一つとして定められる 

もので、工場、事業場等から排出、発生する有害物質、騒音等の許容限度のこ 
とをいいます。これは、各種の公害法令、県条例等で具体的に設定され、取締 
の基準となりますから、各事業場はこの基準を遵守しなければなりません。違 
反すると改善命令、罰則等が発動されることになります。 

・ 届  出  義  務 
大気汚染防止法、水質汚濁防止等、特定施設の定めのある法律又は条例には、 

それぞれ期間を定めて、施設の種類、設置者の氏名住所変更等の届出義務が規 
定されています。これを怠ったり、虚偽の届出をした者に対しては罰則が設け 
られています。 

 
 
 
（３） 公害防止の法律及 び条例  

公害防止をするための法律は大きくわけて規制する法律、助成する法律およ 
び救済する法律の３つにわけられます。 
規制する法律とは、具体的に基準を定めたり、行動を規制する等して大気汚 

染、水質汚濁、騒音等を防止するものです。 
助成する法律とは、たとえば事業者等の行なう公害防止施設の設置等に要す 

る費用に助成を行ない、側面から公害の防止を図るものです。 
救済する法律とは、厳密に言えば、公害防止には入りませんが、公害により 

被害を受けた人を救済するものです。 
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公害関係法の体系は次のとおりです。 
 
 

大 気 汚 染 ○大 気汚染 防止法  
水 質 汚 濁 ○水 質汚濁 防止法 ・千葉県環境保全条例 
騒  音  ・  振  動 ○騒  音  規  制  法 ・松戸市公害防止条例 

○振  動  規  制  法 
悪 臭 ○悪  臭  防  止  法 ・松戸市公害防止条例 

 
土 壌 汚 染 

○土壌汚染対策法 ○農用地の土壌の 
汚染防止等に関 
する法律 

 
地 盤 沈 下 

○建築物用地下水 ○工業用水法 
の採取の規制に ・千葉県環境保全条例 
関する法律 

 
廃 棄 物 

○廃棄物の処理及 
び清掃に関する 
法律 

 
助 成・費用 負担  

○公害防止事業団法 ・千葉県中小企業振興資金（環境保全資
金）制度 

○公害防止事業費事業者負担法 
立 地 規 制 ○都 市 計 画 法 ○建築基準法 
紛 争 処 理 
被 害 救 済 

 

○公害紛争処理法 ○公害健康被害補償法 

 

そ の 他 ○人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 
○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 
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２． 規 制 内 容 
(１) 騒 音 
ア．騒 音 規 制 法 

用途地域内において、別表－１の特定施設を設置している者または設置しよ 
うとする者は、特定施設等の届出の義務及び騒音の規制基準を守る義務があり 
ます。 

イ．松戸市公害防止条例 
市内(全域)において、別表－２の特定施設を設置している者、若しくは設置 

しようとする者、又は、別表－３の特定作業を行っている者、若しくは行おう 
とする者は、特定施設・作業等の届出の義務及び騒音の規制基準を守る義務が 
あります。ただし、騒音規制法の規制がかかっている事業場については、市条 
例の騒音に係る届出は、必要ありません。 

 

騒音の特定事業場に係る規制基準 
 

時 間の区分  
 
 
 

区 域の区分  

昼 間 
午前 8 時から 
午後 7 時まで 

朝 ・ 夕 
午前 6 時から 8 時 
まで及び午後 7 時 
から 10 時まで 

夜 間 
午後 10 時から 
翌日の午前 6 時 
まで 

第 1・２種低層住居専用地域 
第 1・２種中高層住居専用地域 

 

５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
 

４５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
 

４０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

第 1・２種住居地域 
準住居地域 

 

５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
 

５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
 

４５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

近隣商業地域・商業地域 
準工業地域 

 

６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
 

６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
 

５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

工業専用地域 ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
その他の地域 ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
備考 １．騒音の測定点は、原則として音源の存する敷地の境界線とする。 

２．学校､病院等の敷地の周囲 50ｍ以内の区域における規制基準は、上記表に 
掲げる値から５ﾃﾞｼﾍﾞﾙを減じた値とする。（住居専用地域を除く。） 

 

別表－１ 騒音規制法に基づく騒音に係る特定施設 
 

１．金 属加工機械  
 イ、圧延機械（原動機の定格出力の合計が２２．５ｋｗ以上のものに限る。） 
ロ、製 管 機 械 
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ハ、ベンディングマシン（ロール式のものであって、原動機の定格出力が 
３．７５ｋｗ以上のものに限る。） 

ニ、液圧プレス（矯正プレスを除く。） 
ホ、機械プレス（呼び加圧能力が３０重量トン以上のものに限る。） 
へ、せん断機（原動機の定格出力が３．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
ト、鍛 造 機 
チ、ワイヤーフォーミングマシン 
リ、ブラスト（タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。） 
ヌ、タンブラー  
ル、切断機（といしを用いるものに限る。） 

２．空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限る。） 
３．土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出 

力が７．５ｋｗ以上のものに限る。） 
４．織機（原動機を用いるものに限る。） 
５．建設用資材製造機 
イ、コンクリートプラント（気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の 

混練容量が０．４５ｍ３以上のものに限る。） 
ロ、アスファルトプラント（混練機の混練重量が 200 ㎏以上のものに限る。） 

６．穀物用製粉機（ロール式のものであって原動機の定格出力が７．５ｋｗ以 
上のものに限る。） 

７．木材加工機械 
イ、ドラムバーカー 
ロ、チッパー（原動機の定格出力が２．２５ｋｗ以上のものに限る。） 
ハ、砕 木 機 
ニ、帯のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が１５ｋｗ以上の 

もの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が２．２５ｋｗ以上の 
ものに限る。） 

ホ、丸のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が１５ｋｗ以上の 
もの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が２．２５ｋｗ以上の 
ものに限る。） 

へ、かんな盤（原動機の定格出力が２．２５ｋｗ以上のものに限る。） 
８．抄 紙 機 
９．印刷機械（原動機を用いるものに限る。） 
10．合成樹脂用射出成形機 
11．鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。） 
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 施 設 の 種 類 
１ 金属加工機械 

ア 圧延機械（原動機の定格出力の合計が２２．５ｋｗ以上のものに限 
る。） 

イ 製 管 機 械 
ウ ベンディングマシン（ロール式のものであって、原動機の定格出力 
が０．７５ｋｗ以上のものに限る。） 

エ 液 圧 プ レ ス  
オ 機 械 プ レ ス  
カ せん断機（原動機の定格出力が０．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
キ 鍜 造 機 
ク ワイヤーフォーミングマシン 
ケ ブ ラ ス ト 
コ タ ン ブ ラ ー  
サ 高速度切断機  
シ 平 削 盤 
ス 型 削 盤 
セ 研摩機（原動機を用いるものに限る。） 
ソ 自動やすり目立機（原動機の定格出力が１．５ｋｗ以上のものに限 
る。） 

タ 旋 盤 
２ 圧縮機（原動機の定格出力が３．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
３ 送風機（排風機を含み、原動機の定格出力が３．７５ｋｗ以上のものに限 

る。） 
４ 粉 砕 機 

ア 破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 
イ 穀物用製粉機  

 

備考 次に掲げる施設を除く。 
１．電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第 18号に規定する 
電気工作物 

２．ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)第２条第 13項に規定するガス工作物 
３．鉱山保安法（昭和 24 年法律第 70 号）第２条第２項に規定する鉱山に設置 
される施設 

 

別表－２ 松戸市公害防止条例に基づく騒音に係る特定施設 



7 

 

 

５ 繊 維 機 械  
ア 織機（原動機を用いるものに限る。） 
イ 編 組 機 
ウ ね  ん  糸  機 
エ 工業用ミシン（５台以上設置するものに限る。） 

６ 建設用資材製造機械 
ア コンクリートプラント 
イ アスファルトプラント 

７ 木材加工機械 
ア ドラムバーカー 
イ チッパー（原動機の定格出力が２．２ｋｗ以上のものに限る。） 
ウ 砕 木 機 
エ 帯のこ盤（原動機の定格出力が０．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
オ 丸のこ盤（原動機の定格出力が０．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
カ かんな盤（原動機の定格出力が０．７５ｋｗ以上のものに限る。） 

８ 抄 紙 機 
９ 印刷機械（原動機を用いるものに限る。） 
10 合成樹脂用成形機 
11 鋳型造型機  
12 ニューマチックハンマー 
13 ロ  ー  ル  機 
14 自動製びん機 
15 ロータリーキルン 
16 コルゲートマシン 
17 バーナー（液体燃料にあっては毎時 15 リットル以上、気体燃料にあって 

は毎時 18ｍ３以上使用するものに限る。） 
18 走行クレーン 

ア 天井走行クレーン（原動機の定格出力の合計が３．７５ｋｗ以上の 
ものに限る。） 

イ 門型走行クレーン（原動機の定格出力の合計が３．７５ｋｗ以上の 
ものに限る。） 

19 集じん装置  
20 原動機（船舶又は車輌等の原動機として使用されるものを除く。） 

ア ディーゼルエンジン（定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限る。） 
イ ガソリンエンジン（定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限る。） 

21 クーリングタワー（原動機の定格出力が０．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
22 研摩機（金属加工用以外のものであって、原動機を用いるものに限る。） 
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23 スチームクリーナー 
24 ドラムかん洗浄機 
25 プレス（金属加工用以外のものであって、原動機を用いるものに限る。） 

 
 
備考 次に揚げる施設を除く。 
１．騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）第２条第 1項の規定による特定工場 
等に設置される特定施設 

２．電気事業法第２条第１項第 18 号に規定する電気工作物 
３．ガス事業法第２条第 13項に規定するガス工作物 
４．鉱山保全法第２条第２項に規定する鉱山に設置される施設 

 

 
 
 
 

別表－３ 松戸市公害防止条例に基づく騒音に係る特定作業 
 

 作 業 の 種 類 
１ 板金又は製かんの作業 
２ 鉄骨又は橋りょうの組立ての作業（建設現場における作業を除く。） 
３ ブルドーザー、トラクターショベル等の整地機械又は掘削機械を使用する 

作業（建設現場における作業を除く。） 
 
 
備考 特定施設を設置して行う作業を除く。 
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（２） 振 動  
ア．振 動規制法  

用途地域内（工業専用地域を除く）において、別表－４に特定施設を設置し 
ている者、又は、設置しようとする者は、特定施設等の届出の義務及び振動の 
規制基準を守る義務があります。 

イ．松戸市公害防止条例 
市内（工業専用地域を除く全域）において、別表－５の特定施設を設置して 

いる者、若しくは設置しようとする者、又は、別表－６の特定作業を行ってい 
る者、若しくは行おうとする者は、特定施設・作業等の届出の義務及び振動の 
規制基準を守る義務があります。ただし、振動規制法の規制がかかっている事 
業場については必要ありません。 

 

振動の特定事業場に係る規制基準 
 

時間の区分 
 

区域の区分 

昼 間 
午前８時から 
午後７時まで 

夜 間 
午後７時から翌日 
の午前８時まで 

第１・２種低層住居専用地域 
第１・２種中高層住居専用地域 
第１・２種住居地域 
準住居地域 

 
 

６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

 
 

５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

近隣商業地域・商業地域 
準工業地域・その他の地域 

６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

備考 １．振動の測定点は、原則として震源の存する敷地の境界線とする。 
２．学校、病院等の敷地の周囲５０ｍ以内の区域における規制基準は、 
上記表に掲げる値から５ﾃﾞｼﾍﾞﾙを減じた値とする。 

 
 
 

別表－４ 振動規制法に基づく振動に係る特定施設 
１ イ、液圧プレス（矯正プレスを除く。） 
金 ロ、機 械 プ レ ス 
属 ハ、せん断機（原動機の定格出力が１ｋｗ以上のものに限る。） 
加 ニ、鍛 造 機 
工 ホ、ワイヤーフォーミング（原動機の定格出力が３７．５ｋｗ以上の 
機 ものに限る。） 
械 
２．圧縮機（原動機の定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限る。また冷凍機に 
用いるものは除く。） 
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 施 設 の 種 類 
１ 金属加工機械 

ア 圧延機械（原動機の定格出力の合計が２２．５ｋｗ以上のものに 
限る。） 

イ 製  管  機  械 
ウ 液圧プレス  
エ 機械プレス  
オ せん断機（原動機の定格出力が０．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
カ 鍛 造 機 
キ ワイヤーフォーミングマシン 

２ 圧縮機（原動機の定格出力の合計が３．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格 

出力が３．７５ｋｗ以上のものに限る。） 
４ 織機（原動機を用いるものに限る。） 

 

 

３．土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出 
力が７．５ｋｗ以上のものに限る。） 

４．織機（原動機を用いるものに限る。） 
５．コンクリートブロックマシン（原動機の定格出力の合計が２．９５ｋｗ以 
上のものに限る。）並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機 
械（原動機の定格出力の合計が１０ｋｗ以上のものに限る。） 

６． 
木工 
材機 
加械 

イ、ドラムバーカー 
 

ロ、チッパー（原動機の定格出力が２．２ｋｗ以上のものに限る。） 

７．印刷機（原動機の定格出力が２．２ｋｗ以上のものに限る。） 
８．ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機（カレンダーロール機以外のもので、 
原動機の定格出力が３０ｋｗ以上のものに限る。） 

９．合成樹脂用射出成形機 
10．鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。） 

 
 

備考 次に掲げる施設を除く。 
１．電気事業法第 2 条第１項第 18 号に規定する電気工作物 
２．ガス事業法第 2 条第 13 項に規定するガス工作物 
３．鉱山保安法第 2 条第 2 項に規定する鉱山に設置される施設 
４．都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する工業専用地域に設置される 
施設 

 

別表－５ 松戸市公害防止条例に基づく振動に係る特定施設 



11 

 

 

５ コンクリート製品製造機械 
ア コンクリートブロックマシン（原動機の定格出力の合計が２．９ 

５ｋｗ以上のものに限る。） 
イ コンクリート管製造機械（原動機の定格出力の合計が１０ｋｗ以 

上のものに限る。） 
ウ コンクリート柱製造機械（原動機の定格出力の合計が１０ｋｗ以 

上のものに限る。） 
６ 木材加工機械 

ア ドラムバーカー 
イ チッパー（原動機の定格出力が２．２ｋｗ以上のものに限る。） 

７ 印刷機械（原動機の定格出力が２．２ｋｗ以上のものに限る。） 
８ ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもの 

であって原動機の定格出力が３０ｋｗ以上のものに限る。） 
９ 合成樹脂用成形機 
10 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。） 
11 機械プレス（金属加工用以外のものであって、原動機を用いるものに限 

る。） 
 
 

備考 次に揚げる施設を除く。 
１．振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）第 2条第 1項の規定のよる特定工 
場等に設置される特定施設 

２．電気事業法第 2 条第 1 項第 18 号に規定する電気工作物 
３．ガス事業法第 2 条第 13項に規定するガス工作物 
４．鉱山保安法第 2 条第 2 項に規定する鉱山に設置される施設 
５．都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する工業専用地域に設置される施 
設 

別表－６ 松戸市公害防止条例に基づく振動に係る特定作業 
 

 作 業 の 種 類 
１ ブルドーザー、トラクターショベル等の整地機械又は掘削機械（クローラ 

式のものに限る。）を使用する作業（建設現場における作業を除く。） 
 
 

備考 次に揚げる作業を除く。 
１．特定施設を設置して行う作業 
２．都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する工業専用地域内で行う作業 
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規制区分 
規制地域の区分 

 

敷地境界 
 

気体排出口 
 

排出水 

第 1,2 種低層住居専用地域 
第 1,2 種中高層住居専用地域 

第 1,2 種住居地域 
準住居地域 

 
 
 

12 

 

 

悪臭防止法第 4 条第 2 項 
第 2 号で定める方法 

 
 
 

28 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 

市街化調整地域 

 
 
 

13 

 
 

同上 

 
 
 

29 

工業専用地域 
 

14 同上 
 

30 

 

 

（３） 悪 臭  
ア．悪 臭 防 止 法 

市内に、工場・事業場を設置している事業者は、別表－７の規制基準を守る 
義務があります。なお、施設設置等の届出は必要ありません。 
また、本市では平成 19 年 8 月 1 日より臭気指数による規制となります。臭気 

指数とは、においのついた空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭の空 
気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)から算出した数値 
です。 

 

臭気指数＝10×Log(希釈倍率) 
 

臭気指数の目安 
15 倍希釈 ⇒ 臭気指数 12 25 倍希釈 ⇒ 臭気指数 14 

 

 
これまでの規制との違いは･･･臭気指数規制は、人間の嗅覚でにおいを測定し、 

規制します。悪臭の多くは低濃度で複数の物質により発生しており、この方法は
悪臭問題を解決するにはとても有効です。また、人の嗅覚で測ることから、より
苦情状況に適した対応ができます。 

 
 

イ．松戸市公害防止条例 
    市内（全域）において、別表－８の特定施設を設置している者、若しくは設置
しようとする者、又は、別表－９の特定作業を行っている者、若しくは、行おう
とする者は、特定施設・作業等の届出の義務があります。 

 
別表－７ 悪臭防止法に基づく規制基準 
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別表－８  松戸市公害防止条例に基づく悪臭（ばい煙及び粉じんを含む）に係る 
特定施設 

 施 設 の 種 類 
１ 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

ア 乾 燥 施 設 
イ 粉 砕 施 設 
ウ たん白質分解施設 

２ 繊維工業（衣服その他の繊維製品に係るものを除く。）の用に供す 
る施設であって、次に掲げるもの 

ア 樹脂加工施設  
イ 漂 白 施 設 
ウ 植 毛 施 設 
エ 製 綿 施 設 

３ 木材若しくは木製品の製造又は紙若しくは紙加工品の製造の用に供 
する施設であって、次に掲げるもの 

ア タール又はアスファルト合浸施設 
イ 吹付塗装施設  
ウ く ん 蒸 施 設 
エ 漂 白 施 設 
オ 切 断 施 設 
カ 研 削 施 設 

４ 出版・印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に 
掲げるもの 

ア グラビア印刷施設 
イ 金属板印刷施設 
ウ 樹脂加工施設  

５ 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
ア 反 応 施 設 
イ 精 製 施 設 
ウ 抽 出 施 設 
エ 電 解 施 設 
オ 重 合 施 設 
カ 蒸発濃縮施設  
キ 乾 燥 施 設 
ク 焙 焼 施 設 
ケ 粉 砕 施 設 
コ 造 粒 施 設 
サ 混 合 施 設 
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 シ 分 解 施 設 
ス 合 成 施 設 
セ 蒸 留 施 設 

６ ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
ア 加 硫 施 設 
イ 混 練 施 設 

７ 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
ア 粉 砕 施 設 
イ 混 合 施 設 
ウ 溶 融 施 設 
エ 焼 成 施 設 
オ 乾 燥 施 設 
カ 研 摩 施 設 
キ 選 別 施 設 
ク 粉体用コンベアー施設 

８ 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する 
施設であって、次に掲げるもの 

ア 非鉄金属溶融施設 
イ 溶融めっき施設 
ウ 電気めっき施設 
エ 酸又はアルカリによる表面処理施設 
オ エッチング施設 
カ 吹付塗装施設  
キ 乾燥焼付施設  
ク 粉 砕 施 設 
ケ 配 合 施 設 
コ 電 解 施 設 
サ 精 錬 施 設 
シ 研 摩 施 設 
ス 粉体用コンベヤー施設 

９ 土砂置場（建設工事現場内のものを除き、継続的に使用する場所で 
あって、面積が１００平方メートル以上のものに限る。） 

10 その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
ア 吹付塗装施設  
イ 乾燥焼付施設  
ウ 電気めっき施設 
エ 鶏ふんの乾燥施設 
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備考 次に揚げる施設を除く。 
1．大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）第 2 条第 2 項、第 10 項及び第 

11項に規定するばい煙発生施設、一般粉じん発生施設及び特定粉じん発生
施設 

2．鉱山保安法（昭和 24 年法律第 70 号）第 2 条第 2 項本文に規定する鉱山 
に設置される施設 

3．電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 2 条第１項第 18 号に規定する 
電気工作物 

4．ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）第 2 条第 13項に規定するガス工作 
物 

 

 
別表－９ 松戸市公害防止条例に基づく悪臭（ばい煙及び粉じんを含む）に係る 

特定作業 
 作 業 の 種 類 
１ 金属の表面処理 
２ 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 
3 
  

農薬又は化学肥料の製造又は加工 
４ 綿の製造又は再生 
５ 金属箔又は金属粉の製造又は加工 
６ 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石こうの製造又は加工 
７ 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 
８ 動物質廃棄物の焼却作業 
９ ゴム製品の製造又は加工 
10 ドライクリーニング 
11 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造又は加工 
12 動植物油の精製 
13 油かんその他のあきかんの再生 
14 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 
15 金属の圧延又は熱処理 
16 自動車（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２ 

項に規定する自動車をいう。）を解体する作業 
17 羊毛、羽毛又は皮革の洗浄又は加工 
18 たん白質の加水分解 
19 畜産に係る作業（牛の飼養頭数が１０以上、豚の飼養頭数が３０以 

上又は鶏の飼養羽数が１００以上のものに限る。） 
20 １の項から１９の項までに掲げる作業のほか、製造、加工、精製又 

は修理の工程において、アンモニア、弗素、弗素化合物、シアン化 
水素、シアン化合物、ホルムアルデヒド、メチルアルコール、硫化 
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水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜硫酸ガス、塩素、 
二硫化炭素、ベンゼン、硫酸（三酸化硫黄を含む。）、ホスゲン、ク 
ロルスルホン酸、臭素、臭素化合物、メルカプタン、一酸化炭素、 
よう素、トルエン、フェノール、ビリジン、キシレン、スチレン、 
エチレン、クロルピクリン、ノルマルヘキサン、トリクロルエチレ 
ン、テトラクロルエチレン、イソアミールアルコール、イソプロピ 
ルアルコール、アセトン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、 
メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、クロム酸、カドミ 
ウム、カドミウム化合物、鉛又は鉛化合物を使用し、又は発生させ 
る作業 

 
 

特定施設を設置して行う作業を除く。 



３．届 出 の 種 類   
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（１） 騒音規制法  

 
 

特定施設を設置  
す る 場 合 

特 定 施 設 
設 置 届 出 

設 置工事着 手予定日 の 
３０ 日前 までに 届 出 

 
 
 
 

一の施設が特定施設となった際、既に設 
置又は設置の工事に着手している場合 

特定施設  
使用届出  

法施行後３０日  
以  内  に  届  出 

 
 
 
 
上記届出内容に変更がある場合 

 

変更内容は次のうちどれですか 
 
 

既に設置又は使用届を届出 
た事業場等は、新たな施設 
又は同 種施設の 数を２倍  
を超えて設置する場合  

特定施設の  
種類ごとの  
数変更届出  

変更工事着工予 
定日の３０日前 
ま で に 届 出 

 

 
 

騒音の防止の方法 騒音の防止の方法変更届出 
 
 

氏名又は名称及び 
住 所 、 所 在 地  

氏名（名称、住所、 
所在地）変更届出 

変 更 の 日 か ら 
３ ０日以内 に届出  

 
 

特定施設すべてを譲り受 
けたり借 り受けた 場合  

承継 届出 承 継 の 日 か ら 
３ ０日以内 に届出  

 
 

特定 施設のすべ ての  
使用 を廃止した 場合  

特  定  施  設 廃 止 の 日 か ら 
使 用廃止 届出 ３ ０日以内 に届出   



（２） 振動規制法  
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特定施設を設置  
す る 場 合 

特 定 施 設 
設 置 届 出 

設置工事着手予定日の 
３０日前までに届出  

 
 
 
 

一の施設が特定施設となった際、既に設 
置又は設置の工事に着手している場合 

特定施設  
使用届出  

法施行後３０日  
以  内  に  届  出 

 
 
 
 
上記届出内容に変更がある場合 

 

変更内容は次のうちどれですか  
 
 
 

既 に設置 又は 使用届 を届 出た  
事 業場等 は、 既に設 置済 みの  
一つの施設が特定施設となった 
場合 

特 定施 設の種 類及 び能  
力ごとの数変更届出 
特 定施 設の使 用の 方法  
変更届出 

変更工 事着  
手予定 日の  
30 日前まで 
に届出 

 
 

特 定 施設の 種 類及び  
能力ごとの数 

 
特定施設の使用の方法 

 
 

振 動の防止 の方法 振動の防止の方法変更届出 
 
 

氏名又は名称及び 
住所、所在地 

氏名（名称、住所、 
所在地）変更届出 

変更の日から３０日 
以 内 ま で に 届 出  

 
 

特定施設すべてを譲り受け 
たり借り受けた場合 

承継届出 承継の日から３０日 
以 内 ま で に 届 出 

 
 

特定施設をすべての 
使用を廃止した場合 

特定施設使用 
全 廃 届 出 

廃止の日から３０日 
以 内 ま で に 届 出  
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特定施設設置届  特定施設を設置する場合 
 
 

 
 

特定施設使用届  一の施設が特定施設となった際、現に 
その特定施設を設置している場合  

 

特定施設設置届  特定施設を設置する場合  
 

特定作業実施届  特定作業を行う場合 
 
 

 
 

 
 
（３） 松戸市公害防止条例（騒音・振動・悪臭） 

 
 

ア． 
 
 
 
騒音・振動の届出は、設置工事着手（作業実施）予定日の３０日前まで 
悪臭の届出は、設置工事着手（作業実施）予定日の６０日前まで 

 
 

イ． 
 
 
 

特定作業実施届 一の作業が特定作業となった際、現に 
その特定作業を行っている場合 

 
 
 

条例施行後３０日以内に届出 

上記届出内容に変更がある場合 

次の各変更届 
 

 
ウ． 特定施設構造等 施設の種類・数・構造・使用の方法、 

変更届 作業の目的に係る施設・防止の方法・ 
特定作業施設等 処理の方法等の変更の場合 

 
 

騒音・振動の変更届は、変更工事着手予定日の３０日前まで 
悪臭の変更届は、変更工事着手予定日の６０日前まで 

 
 

エ・ 氏名等変更届 氏名・名称・住所・所在地・作業の場所の変更の場合 
 

変更の日から３０日以内までに届出 
 

オ． 承継届 特定施設等の譲り受け、又は、借り受けた場合 
 

承継の日から３０日以内までに届出 
 

カ． 特定施設等廃止届 特定施設を全て廃止した場合 
 
 

廃止の日から３０日以内までに届出 
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工場又は事業場の名称  防音工業㈱松戸第 1 工場 ※ 整 理 番 号   
工場又は事業場の所在 地 松戸市松飛台６９７１ ※受理年月日  年 月 日 
工場又は事業場の事業内容 公害防止機器製造 ※ 施 設 番 号   
常時使用する従業員数  １８５人 ※ 審 査 結 果   
△ 騒 音 の 防 止 の 方 法  別紙のとおり。 ※備 考  
特 定 施 設 の 種 類 型 式 公 称 能 力 数 使用開始時刻 

(時・分) 
使用終了時刻 

(時・分) 

１．ホ 機械プレス U-30 ３０t １ ８：００ １７：００ 
１．ホ 機械プレス U-70 ７０t １ ８：００ １７：００ 
２．送風機 Sv-70 ３０ｋｗ ３ ８：００ １７：００ 
＊この欄に書ききれない場合は、別紙とすること    

 

 
 
４． 記 入 例 

 

(１) 騒 音 規 制 法 特定施設設置届  
様式第 1 

 

特 定 施 設 設 置 届 出 書 
 
 

松戸市長 様 
年 月 日 

 
 
届出者 氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあってはその代表者の氏名 

松戸市根本１２３－４ 
防音工業㈱ 代表取締役 松 戸 太 郎 印 
＊社印・代表者印の両方押印すること。 

騒音規制法第６条第１項の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届け 
出ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考１ 特定施設の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第 1 に掲げる項番号及びイ．ロ． 

ハ等の細分があるときはその記号並びに名称を記載すること。 
２ 騒音の防止の方法の欄の記載については、別紙によることとし、消音器の設置、 
音源室内の防音措置、遮音塀の設置等騒音の防止に関して講じようとする措置の概 
要を明らかにするとともに、できる限り図面、表等を利用すること。 

３ ※印の欄には、記載しないこと。 
４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工 
業規格Ａ４とすること。 

５ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて本人 
（法人にあってはその代表者）が署名することができる。 

注１ 正副二部提出 
注２ 見取図・配置図添付 
注３ 防止の方法は、配置図に記入も可 
注４ カタログ等添付（騒音の予測値） 
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※受 理 年 月 日  

※受 理 番 号  

※審 査 結 果  

 

 
 
（２）松戸市公害防止条例 

 

第 2 号様式 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

松戸市長 様 
 
 
 

住所（所在地） 

年 月 日 

届出者 氏名（名称及び代表者の氏名） 

松戸市根本 387-5 (郵便番号 271-0077 ) 
防音工業㈱代表取締役   松戸 太郎  印  

届出取扱者（職名・氏名） 電話番号 
施設課   松戸 二郎  366-7337   

 
第２６条第１項          

について、松戸市公害防止条例第２７条第１項の規定により、次の 
第２８条第１項 

とおり届け出ます。 
 
届 出に係る 特定施設 等の種類  １ 悪臭（ばい煙及び粉じんを含む）２ 騒音 ３ 振動 
工 場 等 の 名 称 防音工業㈱松戸第二工場 
工 場 等 の 所 在 地 松戸市松飛台５８０７－９ 
特 定 施 設 等 の 概 要 △別紙のとおり 
公害防止担当部課名 
(責任者職氏名) 

施設課 
(渡辺) 

資本金若しくは出資 
金又は資産の総額 

 

4000 万円 
業  種  又  は  作  業  の  種  類 機器製造 常時勤務する従業員の数 ４５人 
主 要 生 産 品 目 公害防止機器 通常の始業及び終業の 

時刻 
9 時 00 分から 

１７時 00 分まで 

用 途 地 域 の 種 類 準工業 敷 地 面 積 １８００㎡ 
建  築  確  認  許  可  年  月  日 H12 年 12 月 5 日 建 築 面 積 ６００㎡ 
工 場 等 の 事 業 経 歴 平成１３年会社設立 
工 場 等 の 組 織 株式会社 
工 場 等 の 規 模 総電力使用量  

９８ｋｗｈ/日 
総排水 量 

5m3/日 
総用水 量 

6m3/日 
総燃料使用量 
３００Ｌ/日 

移 転 の 希 望 の 有 無 有 無 
移転を希望する際の所要敷地面積 ３０００㎡ 
備考 １．※印の欄には、記入しないこと。 

２．△印の欄の別紙については、別紙１・２のうち該当するものによること。 
 

注１ 正副二部提出 
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別紙 １ 

 

 

施設    
悪臭（ばい煙及び粉じんを含む）に係る特定 の概要 

作業 
 
 
施設の 
設置 

着 工 予 定 設 置 
年 月 日 

平 12 年 4 月 1 日 使用開始作業実地 
年 月 日 

平 12 年 6 月 10 日 

施 用 
設 又 
の は 
構 作 
造 業 
及 の 
び 方 
使 法 

特 定施設の 種類及  
び数 

8･カ 吹付塗装施設 2 台  
能力 

30 L/時 
 

kg/時 特定作業の種類  

1 日の使用時間 9 時から 17 時まで １月間の使用日数 25 日間 
原材料 
(薬品を含 
む) 

種類 焼付塗料 シンナー 
使用割合 ８ ： ２ 
１月間の 
使用量 

200ｋｇ 125ｋｇ 

作業工程 別紙のとおり 
 
処 

理 

の 

方 

法 

処理設の種類 
名称及び型式 

水洗式（Ｚ型） 塗装室（粉じんフィルター活性炭層を 
含む） 

処理能力 Ｎm3/分 ㎜Ｈｇ 使用水量 L/分 
悪臭 ( ばい  
煙 又 は 粉 

じ ん を 含 

む ) の種類 

及び濃度 

処理前 ppm 
ｇ/m3Ｎ 

Ppm 
ｇ/m3Ｎ 

ppm 
ｇ/m3Ｎ 

処理後 ppm 
ｇ/m3Ｎ 

ppm 
ｇ/m3Ｎ 

ppm 
ｇ/m3Ｎ 

捕集効率 ％ ％ ％ 
排 出ガス量 及び温  
度 

１５０Ｎm3/分 
常温 ℃ 

Nm3/分 
℃ 

Ｎm3/分 
℃ 

排 出口の高 さ及び  
口径 

0.25×0.5□ｍ 
９ｍ 

ｍ 
ｍ 

ｍ 
ｍ 

特定施設または作業について 
とりうる条例第 25 条の措置 
の方法 

 

工場等の周囲の見取図及び工 
場等の配置図 

 

別紙のとおり 

注 １ カタログ等添付 
注 ２ 作業工程も記入のこと 
注 ３ 防止の方法は、配置図に記入も可 
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別紙 ２ 

 

 

施設    
騒音及び振動に係る特定 の概要 

作業 
 

 

 
 
 
 
 
 

特 

定 

施 

設 

施  設  の  設  置 施設の構 造及び使 用の方 法 特定施 設の  
使用開 始及  
び終了 時刻  

着  工  予  定 
設置   年月日  

使 用 開 始 
予定年月日  

特 定 施 設 
の 種 類 

型 式 公 称 
能 力 

数 

H．12．４．1 H．12．8．1 せん断機 WA－1 1.0kw ２ ８：00 ～ 
17：00 H．12．４．1 H．12．8．1 圧縮機 Ｌ－40 5.5kw ３ 

H．12．４．1 H．12．8．1 バーナー Ｅ－4 30ｌ/h １ 
H．12．４．1 H．12．8．1 走行クレーン LR－04 5.0kw １ 

      

      

      

      

      

      

      

特 
定 
作 
業 

特 定 作 業 の 種 類 特定作業の開始及び終了時刻 
１ 板金又は製かん作業 
２ 鉄骨又は橋りょうの組立ての作業 
３ 整地機械又は掘削機械を使用する作業 

 

 

 

工 場 等 の 周 囲 の 見 取 図 
及 び 工 場 等 の 配 置 図 

 
別紙のとおり 

 
騒音、振 動の防止 の方法  

 
※具体的に記入 図面に書き入れても可 

 
 

注１ 騒音・振動 合わせて記入のこと 
注２ 見取図・配置図等添付 
注３ カタログ等添付（騒音の予測値） 


